
エレベーターメーカーへのヒアリング事項及びその回答について 

 

［ヒアリング事項］ 

Ⅰ 既設エレベーターの安全対策の現状 

 

○ 製造台数について 

問１－１ 機械室を有しないエレベーターの製造台数。 

問１－２ 機械室を有するエレベーターの製造台数。 

問１－３ 問１－２で回答いただいた製造台数のうち、年代別のロープ式エレベーターの

台数。 

問１－４ 問１－２で回答いただいた製造台数のうち、年代別の油圧式エレベーターの台

数。 

 

○ 戸開走行保護装置の開発状況について 

問２－１ 現在開発済み又は開発中のロープ式エレベーターのブレーキの構造。 

問２－２ 問２－１で回答いただいたブレーキの構造のうち、既設エレベーターへの取付

けが可能なブレーキの構造。その場合どのような問題点が考えられますか。 

問２－３ 現在開発済み又は開発中の油圧式エレベーターのブレーキの構造。 

問２－４ 問２－３で回答いただいたブレーキの構造のうち、既設エレベーターへの取付

けが可能なブレーキの構造。その場合どのような問題点が考えられますか。 

 

○ 市場のニーズについて 

問３－１ 顧客に対し、既設エレベーターへの戸開走行保護装置の設置を促していますか。 

問３－２ 促している場合、顧客の反応はどうですか。 

問３－３ 促していない場合、今後促す予定はありますか。 

 

○ 戸開走行保護装置の大臣認定に係る軽微な変更について 

問４－１ 既に大臣認定を受けた戸開走行保護装置について、軽微な変更により再度大臣

認定を取り直している事例がありますか。 

問４－２ ある場合、それが戸開走行保護装置の価格の高止まりに影響していますか。 

 

○ 戸開走行保護装置の設置価格の目安について（100 万円はおおよその目安） 

問５－１ 機械室を有しないエレベーターについて、同装置の設置は 100 万円以下で可能

ですか。 

問５－２ 可能な場合、設置するためにどのような作業が必要ですか。 

問５－３ 可能な場合、その台数はどれくらいですか。 

問５－４ 既設機器の流用ができれば更に安価に設置可能ですか。 

問５－５ 可能な場合、どのような機器が流用できますか。 

 

資料６ 



 

問５－６ 機械室を有するエレベーターについて、同装置の設置は 100 万円以下で可能で

すか。 

問５－７ 可能な場合、設置するためにどのような作業が必要ですか。 

問５－８ 可能な場合、その台数はどれくらいですか。 

問５－９ 不可能な場合、価格の目安はどれくらいですか。 

問５－１０ 既設機器の流用ができれば更に安価に設置可能ですか。 

問５－１１ エレベーターそのものを更新した方がよいと判断される場合はありますか。 

問５－１２ ある場合、その考え方について教えてください。 

 

Ⅱ 今後の対応について 

 

○簡易な二重ブレーキ等の開発について 

問６－１ 戸開走行保護装置の設置が高価な場合、100 万円以下で安全性を向上させる簡

易な二重ブレーキ等の技術開発が可能ですか。 

問６－２ 技術開発が可能な場合、考えられる安全装置の具体的な機能（要件）はどのよ

うなものですか。 

問６－３ 技術開発が可能な場合、開発に要する期間はどれくらいですか。 

 

○簡易な二重ブレーキ等の設置促進策について 

問７－１ 同装置の技術開発に対する何らかの支援措置（補助金等）が必要ですか。 

問７－２ 同装置の実際の設置に対する何らかの支援措置（補助金等）が必要ですか。 

問７－３ どのような設置促進策が考えられますか。 

 

○戸開走行保護装置に関する基準を告示化することについての見解 

問８－１ 既設エレベーターについては、どういった構造の戸開走行保護装置の設置が多

いですか。 

問８－２ 戸開走行保護装置の設置を促進する上で同装置に関する基準の告示化は有効と

考えますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[エレベーターメーカーの回答]

Ⅰ　既設エレベーターの安全対策の現状

１－１
機械室を有しな
いエレベーター
の製造台数

１－２
機械室を有する
ＥＶの製造台数

（経過年数）
31年～

（非公開）
（設置年代）
～1980

（非公開）

21～30年 （非公開） 1981～1990 （非公開）
11～20年 （非公開） 1991～2000 （非公開）
～10年 （非公開） 2001～ （非公開）

31年～ （非公開） ～1980 （非公開）

21～30年 （非公開） 1981～1990 （非公開）
11～20年 （非公開） 1991～2000 （非公開）
～10年 （非公開） 2001～ （非公開）

２－１
開発済み・開発
中のブレーキの
構造（ロープ式）

２－２
既設ＥＶへの取
付可能なものと
問題点

２－３
開発済み・開発
中のブレーキの
構造（油圧式）

２－４
既設ＥＶへの取
付可能なものと
問題点

○　製造台数について

(非公開)

(非公開)

○　戸開走行保護装置の開発状況について

１－３
（１－２のうち）年
代別のロープ式
ＥＶの台数

（１－２のうち）年
代別の油圧式Ｅ
Ｖの台数

１－４

三菱電機㈱ 東芝エレベータ㈱

―

(非公開)

(非公開)

当社が現在製造しているロープ式エレ
ベーターについては、すべて常時作動
型を採用しており、順次開発・大臣認定
取得を推進中です。

既設エレベーターへのＵＣＭＰ取付けに
ついては、機種や仕様により対応可否
や条件が異なります。新しい機種の中
には、比較的軽微な改造工事で取付可
能なものもあります。
（例：機械室を有しない規格形エレベー
ター「AXIEZ」）

油圧式を含む既設エレベーターについ
ては、待機型を含め順次検討・開発中
です。なお、油圧式エレベーターは現在
新規製造しておりません。

常時作動型（ディスク型、ドラム型,、
シーブブレーキ型）
待機型（ロープブレーキ型）

新設市場向けエレベーターの戸開走行
保護装置は開発を完了し販売を開始し
ている。また、既設エレベーターへの取
付けは、大臣認定を受けた範囲の機器
（巻上機、制御盤など）へ交換をするこ
とで可能となる。しかし巻上機本体など
大型機器交換は、建物への搬出入経
路確保、作業時間等で設置が困難な場
合がある。

常時動作型

新設市場向けエレベーターへの戸開走
行保護装置は開発を完了し販売を開始
している。既設エレベーターへの取付け
はロープ式エレベーターへの更新を中
心に進めている。なお、油圧エレベー
ターの既設対応については現在開発
中。



３－１

顧客に対し、既
設ＥＶへの戸開
走行保護装置
の設置を促して
いるか

３－２
促している場
合、顧客の反応

３－３
促していない場
合、今後の予定
如何

４－１

既認定品につい
て、軽微な変更
により再度認定
を取得した事例
はあるか

４－２

認定の取り直し
が戸開走行保
護装置の価格
の高止まりに影
響しているか

リニューアルとしてパンフレットなどで設
置を推奨している。その他キャラバン
カー、ホームページでの告知を行ってい
る。

軽微な変更により、大臣認定を取り直し
た事例はあります。（例：乗り場スイッチ
などUCMPを構成する一部の周辺機器
の型名追加時など）

○　市場のニーズについて

―

販売価格への大きな影響はありませ
ん。

戸開走行保護装置を含めた、既存不適
格に対応する市場ニーズは高いもの
の、既存遡及しないという認識や工事
期間中のエレベーター停止に対する嫌
気から設置に消極的な面もある。

―

機器の変更など、認定を取り直している
ことはある。

認定のために、時間と労力がかかり、
今後コスト低減への悪影響が懸念され
る。

○　戸開走行保護装置の大臣認定に係る軽微な変更について

定期検査での既存不適格報告時に併
せ、今般の建築基準法施行令改正及
びこれに伴う定期検査報告制度見直し
の内容を説明のうえ、個別にUCMPの
設置を推奨・提案しております。（添付
のお客様向けPRシートを参照願いま
す）
また、定期検査に先立ち、パンフレット
やHPなどでも、事前にお客様へ説明・
推奨する取り組みも実施しております。
なお、UCMP設置における行政の見解
（確認申請の要否、交換を要する機器
の範囲・条件など）については、現状、
行政庁毎に異なっており、対応に苦慮
しております。

UCMPに限らず、「既存不適格」に関す
る質問（法的な改善義務等）や既存不
適格項目を『指摘なし』とする対応につ
いて興味をもたれるお客様は少なくあり
ませんが、設置に向けた具体的な検討
においては、費用や工期（エレベーター
停止期間）などの問題がハードルとなる
場合があります。

三菱電機㈱ 東芝エレベータ㈱



５－１
100万円以下で
設置可能か（機
械室なしＥＶ）

５－２
どのような作業
が必要か

５－３
100万円以下で
設置可能な台数

５－４
既設機器の流
用で更に安価に
できるか

５－５
どのような機器
が流用できるか

５－６
100万円以下で
設置可能か（機
械室ありＥＶ）

５－７
どのような作業
が必要か

５－８
100万円以下で
設置可能な台数

５－９
不可能な場合、
価格の目安

５－１０
既設機器の流
用で更に安価に
できるか

５－１１

ＥＶそのものを
更新した方がよ
いと判断される
ことはあるか

５－１２
ある場合、その
考え方

比較的新しい機種で、大臣認定取得済
みのUCMPと同一形式の二重ブレーキ
を具備している既設エレベーターについ
ては、制御盤の改造を行うことにより、
100万円以下の費用で対応できる場合
がありますが、既設台数全体に占める
割合は現状では極僅かです。

（非公開）

上記については、既設機器を最大限に
流用（制御盤のみの改造）するものであ
り、現状で考え得る最も安価な方策と
なっております。

―

上記以外の場合では、制御盤の改造だ
けでなく、二重ブレーキを具備した巻上
機への取替なども必要となり、100万円
以下での対応は難しい状況です。設置
された年代も幅広く、機種・仕様も多岐
に亘るため、設置に要する費用は様々
ですが、既設機器（乗場・かご室）の流
用比率を極力高めるなど、お客様の負
担軽減に向けて、鋭意開発推進中で
す。

―

―

当社としては、設置から概ね20年を経
過したエレベーターについては、物理的
劣化の対応に加え、現代社会のニーズ
（法規対応、バリアフリー、省エネなど）
に応えるという観点からも、制御系を中
心としたシステム全体の更新をお奨め
しております。

（非公開）

○戸開走行保護装置の設置価格の目安について（100万円はおおよその目安）
三菱電機㈱ 東芝エレベータ㈱

―

大臣認定を受けた機器への交換が必
要となり、エレベーターそのものを交換
するのに近い作業内容と販売価格とな
る。

エレベーターに対する市場の要求レベ
ル（福祉対策、安全基準、省エネ、意匠
性など）は、社会環境の変化により向上
する。また、構成する部品の調達も難し
くなり修繕に時間を要すこともあり、法
定耐用年数（１７年）を経過したエレベー
ターについては、エレベーターそのもの
の更新（リニューアル）を推奨している。

―

―

大臣認定の性能の全てを満たす機器
への交換が必要となり、100万円以下で
設置は不可能である。

大臣認定取得済みのUCMPと同一形式
の二重ブレーキを具備している既設エ
レベーターについては、制御盤の改造
を行うことにより、100万円以下の費用
で対応できる領域があります。
（例：機械室を有しない規格形エレベー
ター「AXIEZ」）
なお、この対応により、大臣認定品と同
一の機器構成となるため、UCMPに関
する定期検査項目について、『既存不
適格』を『指摘なし』にすることができる
と考えます。（「定期検査業務基準書」
にその旨の記載あり）

大臣認定の性能の全てを満たす機器
への交換が必要となり、100万円以下で
設置はごく一部で可能である。



Ⅱ　今後の対応について

６－１
簡易な二重ブ
レーキの開発は
可能か

６－２

考えられる安全
装置の具体的な
機能はどのよう
なものか

６－３
開発に要する期
間

７－１

技術開発に対
し、支援措置（補
助金等）は必要
か

７－２
設置に対し、支
援措置（補助
金）は必要か

シングルブレーキの機種を二重ブレー
キ化することは可能である。（法的手続
きについては考慮せず）

三菱電機㈱

UCMPに限らず、現行法規に適合した
安全装置の設置はエレベーターそのも
のを更新することによって、安全性が向
上するものについては、何らかの支援
措置（補助金等）を設けることで、普及
促進に繋がると考えます。

東芝エレベータ㈱

―

平成２３年夏頃までを目安に、一部機
種において可能である。（法的手続きに
ついては考慮せず）

要求仕様内容を確認した上で活用を検
討する。

所有者に対して必要と考える。補助金
による支援により、利用者の需要喚起
につながるため。（戸開走行保護装置
設置に対する補助金制度があれば、設
置が促進される。）

―

○　簡易な二重ブレーキ等の設置促進策について

UCMPの技術開発に関しては、メーカー
の当然の責務であり、補助金等の支援
は特に必要ありません。

○　簡易な二重ブレーキ等の開発について
簡易な装置を開発したとしても、独立し
た回路と二重系ブレーキのいずれもが
必要で、結果として大臣認定取得要件
と同等の装置に帰結してしまうと考えて
おりますので、現時点では開発を行う
計画はありません。
なお、大臣認定品の開発においては、
今後もできる限り費用や工期（エレベー
ター停止期間）の縮減に向けて鋭意努
力いたします。

可能である。



７－３
どのような設置
促進策が考えら
れるか

８－１

既設ＥＶについ
て、どのような構
造の戸開走行
保護装置の設
置が多いか

８－２

告示化は、戸開
走行保護装置
の設置促進に有
効か

・既設エレベーターの一部機器を改造
によって、機器構成が大臣認定品と同
一になるものについては、確認申請等
の手続きを不要とし、UCMPに関する定
期検査項目は『既存不適格』を『指摘な
し』とする運用の全国統一をお願いした
い（ただし、改造内容について、「いつ、
誰が、何を、どのように」改造したのか
等履歴管理のルール化、定期検査時
の構成機器チェック方法の統一が必要
です）。
・UCMPの設置に伴う手続きの合理化・
迅速化及び運用方法の全国統一化を
お願いしたい。
・UCMPの大臣認定手続きの迅速化・簡
素化（含む、認定機関の対応）をお願い
したい。
（例）
①過去に大臣認定を取得している型式
について、軽微な変更が生じた場合に
簡易に変更手続きが出来る仕組み。
②過去に大臣認定を取得している型式
と同一構造、同一仕様範囲内の機種に
ついては、同型式の継続認定として簡
易手続きが出来る仕組み。
・エコポイントなどの普及促進に向けた
支援措置（含む、エネ革税制の範囲拡
大等）をお願いしたい。

○　戸開走行保護装置に関する基準を告示化することについての見解

回答「２－１」　～　「２－４」参照

公的に性能、品質を証明（製品面、据
付面の両面）するものが必要と考える。
公的証明を付すことにより、安全性向
上の一定の基準が確保できるほか、公
的証明を補助金申請の要件とすること
で、官民一体となった対応が可能にな
る。

新規設置の場合、常時作動型のディス
ク型、エレベーターそのものの更新（リ
ニューアル）の場合、常時作動型の
シーブブレーキ型が多数である。

告示化は有効だが、公的に性能、品質
を証明（製品面、据付面の両面）するも
のが必要と考える。

三菱電機㈱ 東芝エレベータ㈱

大臣認定制度は、UCMPの安全性・信
頼性を担保するという観点からも有効
な制度であり、大臣認定そのものが普
及を妨げる主要因になっているとは必
ずしも言えないものと考えております。
仮に、告示化するとしても、大臣認定の
評価等において確認されているUCMP
の安全性・信頼性に関する必要要件の
全てを告示に記載・網羅することは非
常に難しいと思われます。
また、告示化に基づき設置された
UCMPの機能・性能について、大臣認
定と同等の確認・検査することは難し
く、必要要件を満たしていない装置で
あった場合、エレベーターの安全性が
損なわれるという懸念があります。
まずは、大臣認定の手続きの更なる迅
速化・簡素化など、運用面の改善が有
効であると考えます。
なお、安全性・信頼性が担保されること
を前提に、第三者機関による認定（自
主認定）などの制度を新設するというこ
とも一案として考えます。








